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問題1.

日 本 の 社 会 にお いて 、契 約は どの よう にし て 行わ れて い るの か、 につ いて の法 社会 学的

研 究 は 、 日 本 の法 社会 学に おい ては 、従 来、 相 対的 に手 薄 な分 野で あっ た。 本論 文は 、こ

の 分 野 の 研 究 を、 特定 の契 約類 型を 対象 とし て 、経 験的 に 行お うと する もの であ る。 そし

て 、 そ の 際 、 近年 再び 学界 にお いて 重要 視さ れ てい る、 法 文化 ない し法 意識 の内 容の 解明

を、本論文全体を貫くテーマとした。

具 体 的 に は 、日 本で は内 輪の 人間 の間 では 契 約を 結ぼ う とし ない 、或 いは 詳細 な取 り決

め を 契 約 し よ うと はし ない 、そ うす るこ とに 対 して 日本 人 は抵 抗感 を感 じる 、と いう 、川

島 武 宜 の 「 日 本人 の法 意識 」テ ーゼ の批 判的 検 討と 発展 と が、 本論 文の 課題 であ る。 川島

は 国 家 実 定 法 に期 待し て、 西欧 の国 家実 定法 制 度を 移入 す れば 、そ のは たら きを 通し てや

が て 日 本 人 の 法意 識は 克服 され ると 見た 。し か し、 国家 の 裁判 所や 執行 官に よっ て強 行さ

れ る と い う 知 識を 人々 が持 つこ とに よっ て、 人 々が 、内 輪 の関 係に おい ても 、自 立し た契

約当事者となって契約を交わすことになる、ということは、説得的であろうか。そもそも、

そ の よ う な 知 識な いし 意識 によ って 結ば れ履 行 され る契 約 が、 自律 的な 契約 の名 に値 する

であろうか。人が自立した契約当事者と なりうるためには、どのような条件が必要なのか。

研究対象とその選択理由2.

この問題は、家族で共同の、或いは密 接に関連しあった事業を営んでいる農家の内部で、

家 族 員 が 経 営 面お よび 生活 面に 関す るさ まざ ま なこ とを 取 り決 める 契約 であ る、 いわ ゆる

「 家 族 協 定 」 に関 して 、と くに 浮彫 りに され る 。な ぜな ら 、家 族協 定に 関し ては 、そ の政

策 的 推 進 に つ いて 、「 本来 資本 家的 ない し富 農 的経 営の 基 礎の 上に 展開 しう る「 家族 協定



農 業 」 が 、 逆 に「 自立 経営 」を 生み 出す ため の 手段 とし て 考え られ るこ とに なる 」、 とい

う 逆 転 現 象 が 、か つて 指摘 され たが （利 谷信 義 ）、 自律 的 な契 約の 成立 条件 に関 して も、

自 立 経 営 の 成 立に おけ ると 同じ 逆転 現象 があ る 。す なわ ち 、協 定を 結ん でい る或 る女 性農

業 者 の こ と ば に曰 く、 「協 定を 結ぶ 事に よっ て 、家 族関 係 の向 上は 逆。 協定 を結 べる よう

な家 族関 係を先ず確立する事が大切 」と 。家族協定を農政の 課題として推進すれば「自1

立 し た 契 約 当 事者 」が 生ま れる のか 、そ れと も それ 以外 の 要因 が、 そこ には 必要 なの か。

1こ れ は 、 前 段 落 で 述 べ た 、 日 本 に お け る 契 約 の 法 社 会 学 的 研 究 に と っ て の 重 要 問 題 の 、

つの具体的な応用例にほかならないからである。

し た が っ て 本論 文は 、こ の家 族協 定を 研究 対 象と した が 、さ らに 、対 象と して の確 実さ

の見地から、文書化された家族協定に対象を限定した。

研究対象の確定3.

し かし 家族協定という現象は、単 純に 農政の 課題としては捉えきれない、多面的な様1

相 を 、 今 日 で は 具 え て い る 。 そ の 全 体 像 の 把 握 の た め に は 、 約 年 に 亘 る 家 族 協 定 の 歴40

史 を 振 り 返 る こと が適 切で ある と同 時に 、家 族 協定 の研 究 の水 準を 一層 高め るた めに 必要

で あ る が 、 従 来 の 研 究 は そ の 点 に つ き 不 十 分 で あ る の で 、 本 論 文 は ま ず そ の 欠 を 補 っ た

（第 章）。4

法意識の研究方法の批判的検討4.

川島武宜の法意識論の検討が本論文の主題であることは先に述べたが、この法意識論は、

とくに日本人の裁判所利用行動に関して、その後或る批判を受けるにいたっている。曰く、

日 本 に お い て 、欧 米諸 国に 比し て人 口当 たり の 民事 事件 件 数が 少な いの は、 紛争 を裁 判所

に 持 ち 込 み た がら ない 日本 人の 法意 識に 拠る の では なく 、 裁判 所の 紛争 処理 能力 （容 力）

が 小 さ い と い う制 度的 要因 に拠 るの であ る、 と 。統 計が 取 りに くい 契約 に関 して は、 類似

の 批 判 が 明 示 的に 表明 され たこ とは ない が、 そ もそ も、 法 意識 は、 或る 現象 の、 それ を規

定 す る 制 度 的 ・経 済的 要因 を考 慮に 入れ ても な お説 明し き れな い部 分を 規定 する 要因 とし

て 捉 え よ う と する 立場 が提 示さ れて いる （六 本 佳平 ）。 そ こで 本論 文で は、 家族 協定 とい

う 現 象 に 関 し て、 果た して その よう な立 場か ら 法意 識を 研 究す るこ とが 適切 であ るか を検

討 し た 。 す な わち 、ど れだ け家 族協 定が 締結 さ れた かと い う量 的現 象が 、ど の程 度、 制度

的 ・ 経 済 的 要 因に よっ て規 定さ れて いる かを 明 らか にで き るか 否か を、 いく つか の既 存の

統 計 的 デ ー タ を用 いて 検討 した 。そ の結 果本 論 文は 、そ の よう な要 因に よっ て規 定さ れて

い る か ど う か を明 らか にで きる 範囲 は限 られ て おり 、し た がっ て、 制度 的・ 経済 的要 因の

規 定 力 を ま ず 研究 する とい う方 法で は、 法意 識 の具 体的 内 容は おろ か、 法意 識と いう 要因

が作用しているか否かすら、明らかにしえないことを示した（第 章）。5

家族協定に関する法意識の内容5.

し か し 、 農 業者 自身 のこ とば や調 査報 告、 意 識調 査を 見 る限 り、 家族 の間 で契 約を 結ぶ

こ と に 対 し て 農業 者が 抵抗 を感 じて いる こと は 否定 でき な い。 この 抵抗 感は 複雑 な複 合体

で あ り 、 家 族 協定 に関 する 文献 にし ばし ば見 ら れる 「水 臭 い」 とい う表 現自 体、 分析 を要

す る も の で あ る。 農業 者自 身の こと ばに 基づ い て、 抵抗 感 の内 容を 探る こと が、 研究 の確

実 か つ 基 本 的 な出 発点 であ ろう 。こ の研 究の 結 果、 農業 者 の間 には 、契 約を 書面 とい うか

た ち で 外 形 的 に可 視化 する こと や、 契約 書に 署 名・ 捺印 を する こと や、 契約 の締 結過 程に

家 族 員 以 外 の 第三 者が 関わ って くる こと に対 す る抵 抗感 、 また 、こ れら のよ うな 儀礼 化さ



れ た 行 為 を 伴 って 協定 を結 ぶと 、そ れに 拘束 さ れる とい う 恐れ 、が 見ら れる こと が明 らか

に な っ た 。 家 族員 間で 契約 が行 われ るた めの 条 件を 探る と いう 本論 文の 関心 から すれ ば、

そのような契約を結ぶことに対する抵抗 感の存在を確認するだけでは不十分であるところ、

以 上 の よ う な 知見 は、 協定 書の 作成 や署 名・ 捺 印と いっ た 、さ さや かで はあ るが 一定 の要

式 性 に 対 し て 、農 業者 が抵 抗を 感じ ると いう 事 実の うち に こそ 、逆 説的 であ るが 、そ の要

式 性 を 利 用 す るこ とに よっ て家 族協 定を 実体 の ある もの に しう る可 能性 が潜 在し てい ると

い う こ と を 明 らか にし たと 言え る。 川島 武宜 が 、日 本人 の 契約 意識 が「 近代 化」 する ため

の 根 本 的 な 条 件と 見た 、商 品交 換の 浸透 とい う 検証 しが た い仮 説に 従っ て進 むよ りも 、農

業 者 の 間 で 実 態を 伴っ た家 族協 定が 結ば れる た めの 貴重 な 所与 と言 うべ き、 要式 性や 儀礼

に 対 す る 彼 ら の感 覚・ 意識 を、 さら に追 究す る こと の方 が 、本 論文 の関 心か らは 実り 多い

道であることが示された（第 章）。6

家族協定契約書の分析6.

そ こ で 、 家 族協 定に おけ る要 式的 ・儀 礼的 性 質と いう 、 いわ ば家 族協 定を 取り 巻く 社会

的 条 件 を 明 ら かに する とい う観 点か ら、 主に 家 族協 定の 契 約書 （雛 形を 含む ）を 資料 とし

て分析した結果は、以下の 点にまとめられる。5

① 第 三 者 が 契約 書に 署名 ・捺 印す るケ ース が 殆ど であ る 。第 三者 の署 名・ 捺印 は協 定の

拘束力を強めると考えられている。

② 第 三 者 に よっ て、 契約 書の 保管 ない し登 録 等が 行わ れ るこ とが 少な くな い。 これ によ

り協定当事者の責任感が増すと言われる。

③ 協 定 の 締 結に 際し て第 三者 が立 ち会 うこ と が多 い。 立 会に よっ て協 定の 拘束 力が 強ま

るとされている。

④ 第 三 者 の 立会 が多 かれ 少な かれ 儀礼 化さ れ 、「 調印 式 」等 と呼 ばれ るも のに なる ケー

ス が 多 い 。 こ こで は契 約書 の音 読や 誓詞 の朗 誦 など の要 式 性が 見ら れ、 調印 式に は通 過儀

礼や身分契約としての性質が付加される。

⑤ 契 約 書 に 定め のな い事 態の 発生 ・契 約の 変 更・ 履行 上 の問 題の 発生 等の 際に 、協 定当

事者が契約書上第三者と協議すべきものとされる場合が多い。

こ の よ う に 、契 約当 事者 間の 関係 を越 え出 た 社会 関係 に 関す る観 念が 、家 族員 間の 契約

を受容可能なものにしていることが明らかとなった（第 章）。7

ケーススタディー7.

社 会 に 関 す るそ のよ うな 観念 をよ り詳 細に 調 べる には 、 事例 研究 が必 要で ある 。本 論文

で は 、 年 に 最 初 の 調 印 式 が 行 わ れ て 以 来 、 約 年 の 間 家 族 協 定 を 締 結 す る と い う 実1966 40

践 が 継 続 し て きた 群馬 県高 崎市 にお ける 家族 協 定を 、そ の 対象 に選 んだ 。こ のよ うに 、日

本 で は 他 の 地 域に 例を 見な い長 い期 間に 亘っ て 、そ のよ う な実 践が 続く こと ので きた 原因

として、本論文は以下の 点を明らかにした。4

① 近 年 調 印 式は 毎年 麦刈 りの 少し 前頃 に行 わ れる ため 、 調印 のリ ズム は農 業者 の生 活の

リズムに合致し、協定内容の定期的な見直しを可能にした。

② 農 業 委 員 、高 崎市 内の 農業 者の 組織 であ る 「高 崎市 農 業会 議所 」の 総代 ・理 事、 農協

の理事・監事の選出の実態から見て、 年の町村制施行時の旧町村という空間の枠組が、1889

原 則 と し て 旧 町村 であ る各 地区 から 農業 委員 等 を平 等に 選 出す ると いう 形で 、農 業者 の観

念 に 根 付 い て いる 。こ のよ うな 地区 を代 表す る 農業 委員 が 立会 人と して 契約 書に 署名 ・捺



印し、協定の拘束力を強めている。

③ 高 崎 市 農 業会 議所 の結 成と いう 形で 商工 業 者に 対す る 農業 者と いう 観念 が社 会的 に表

現 さ れ 、 こ の こと が高 崎市 にお ける 農政 の充 実 に資 し、 も って 協定 を継 続さ せる に必 要な

農 業 委 員 会 事 務局 体制 を可 能に した 。ま た協 定 当事 者の 組 織で ある 「高 崎市 家族 協定 農家

研 究 協 議 会 」 は、 経営 者と 後継 者と を区 別し つ つ平 等に 代 表す る組 織で あっ たこ とと 、そ

の 後 同 研 究 協 議会 の規 約上 、後 継者 の妻 が経 営 者・ 後継 者 とは 別個 のそ れら に伍 する 範疇

と し て 規 定 さ れる よう にな った こと とに よっ て 、経 営者 と 区別 され たも のと して の後 継者

や 後 継 者 の 妻 とい う観 念が 社会 的に 表現 され 、 彼ら を各 々 独立 の契 約当 事者 と見 る観 念の

素地が作られた。

④ 上 述 の 研 究協 議会 は高 崎市 長等 との 懇談 会 を持 つよ う にな り、 協定 当事 者に 自ら の新

たな社会的価値を見出させた。このこと は協定の締結に新たな意義を持たせた（第 章）。8

こ う し て 本 論文 は、 どの よう な条 件の 下で 、 家族 員が 自 立し た当 事者 とし て相 互に 契約

を結ぶことができるようになるかを、具 体的なケースに即して示すことができた。


